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上
京
納
税
協
会
の
窓
口
に
あ
る
「
入
会
申
込
書
」
に
記
入
し
て
い
た

だ
く
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
入
会
い
た
だ
け
ま
す
。

　
会
費
は
、
法
人
・
個
人
別
に
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

※

詳
し
く
は
、
窓
口
又
は
お
電
話
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

ご
入
会
の
お
申
込
み
は
こ
ち
ら

携
帯
電
話
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
下
記
の
二
次
元
コ
ー
ド

ま
た
は
、
左
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
へ
ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

ご入会の手続き

　

令
和
３
年
分
の
所
得
税
及
び
復
興
特
別

所
得
税
の
確
定
申
告
の
受
付
は
令
和
４
年

３
月
15
日
ま
で
で
す
。
申
告
期
限
間
近
に

な
り
ま
す
と
税
務
署
は
大
変
混
雑
す
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
確
定
申
告
は

で
き
る
だ
け
早
め
に
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

　

還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告
は
、
２
月

16
日
よ
り
前
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

期
限
内
に
申
告
や
納
税
を
し
な
か
っ
た

り
、
間
違
っ
た
申
告
を
し
ま
す
と
、
後
で

不
足
の
税
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
け
で
な
く
、
加
算
税
や
延
滞
税
を
納
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
告
を
行
う
必
要
の
な
い
人
で

も
、
個
人
事
業
税
、
個
人
住
民
税
の
申
告

は
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　

令
和
３
年
分
の
贈
与
税
の
申
告
受
付
は
、

令
和
4
年
2
月
１
日
か
ら
3
月
15
日
ま
で
で

す
。

　

納
税
も
申
告
期
限
と
同
じ
日
ま
で
に
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
贈
与
税
額
が
10
万

円
を
超
え
、
か
つ
、
金
銭
で
一
時
に
納
付
す

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
５
年
以
内
の
年

賦
で
納
め
る
延
納
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

贈
与
税
の
申
告
及
び
納
付

期
限
は
3
月
15
日
で
す

　

個
人
事
業
者
の
令
和
３
年
分
の
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
・
納
付
の
期
限

は
、
令
和
4
年
3
月
31
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ご
準
備
は
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

の
確
定
申
告
・
納
付
も

お
忘
れ
な
く
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　令和３年11月25日、公益社団法人上京納税協会・上京納税貯蓄組合連合会・西陣織工業組合

が北野天満宮 文道会館において、「西陣デジタル申告・納税宣言」を行いました。

※宣言式のダイジェスト版動画を上京納税協会のHP（最新情報）へUPして

　おりますので、是非ご覧ください。

令和４年度会費の口座振替日は、６月10日（金）です。
なお、ＮＳＳ方式での口座振替日は、６月27日（月）になります。
役員の方は、会費と役員特別会費を合算した金額が口座振替されます。

『口座振替（会費）を利用していただいている会員の皆様へ』

西陣デジタル申告・納税宣言式を開催

※スマホ申告・キャッシュレス納付の利用につき、ご協力をお願いします。

あ な た の 街 の 納 税 協 会

（舞鶴理事長から国税ダイレクト方式電子納税
届出書を中川署長へ提出）

（記念写真） （宣言文）
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※留意事項等の詳細は、１月号に同封のチラシをご確認ください。
※西陣織会館については、ＬＩＮＥによる予約が可能です。
※上京納税協会会場については、事前予約制に変更しています。
（詳細は、同封のチラシをご覧ください。）

☆　申告相談会場

☆　令和３年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

　既に80％以上の方が、確定申告会場に来場せずに確定申告しています。
　感染リスクを軽減するため、ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください。
　令和３年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和４年２月16日（水）から３月
15日（火）までです。　
　（消費税及び地方消費税の確定申告は、令和４年３月31日（木）までです。）
　確定申告会場への入場には整理券が必要です（申告書等の提出のみの場合は不要です。）。
　確定申告会場は混雑が予想されます。特に、確定申告期限間際は大変な混雑が予想されますので、
来場される場合はお早目にお越しください。

☆　令和３年分の確定申告
　　感染リスク軽減のために
　　「自宅からのe－Tax」をご利用ください　　　（政府広報）

　確定申告の時期になりました。令和３年分の確定申告の手続などをご紹介します。新型コロナウ
イルス感染症の感染リスクを軽減するため、ご自宅から申告できるe-Taxをぜひご利用ください。

【開設時間】
　９時30分～12時、13時～16時
　◇　来場者数の状況に応じて、入場をお断りするほか、早め
　　に相談受付を終了する場合があります。

【開設時間】
　９時～17時まで（相談受付時間は９時から16時まで）

《税理士による無料相談会場》京都市内５署（上京・左京・中京・下京・右京署）の
合同会場

３月２日（水）・３日（木）・
４日（金）・７日（月）

２月16日（水）から３月15日（火）
（土・日・祝日を除く）

上京区油少路通元誓願寺下ル頭町490上京区堀川通今出川南入西側

３階　会議室６階　展示場

上  京  納  税  協  会西　陣　織　会　館

　◇　来場者数の状況に応じて、入場をお断りするほか、早め
　　に相談受付を終了する場合があります。



正 し い 知 識 で 確 か な 納 税
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①　入場時の検温
　　入場時に検温を実施しています。37.5度以上の発熱がある場合、咳などの風邪の症状
　がある場合、検温にご協力いただけない場合など感染防止の観点から適切でないと判断
　したときには入場をお断りさせていただきます。
②　マスクの着用、手指消毒
　　確定申告会場ではマスクを常時着用していただき、会場入口等での手指消毒をお願い
　します。
③　少人数での来場
　　確定申告会場には、申告される方おひとりでお越しください。
　　なお、介助を要する等の理由で複数名でお越しになる場合においても、必要最小限の
　人数でお越しください。

⬅  国税庁LINE公式アカウント

○　確定申告会場における感染防止策にご協力ください。

　会場の混雑緩和のため、確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です（作成済
の申告書等は税務署に提出願います。なお、記載内容の審査は提出後に行います。）。
　入場整理券の配付方法は次のとおりです。
①　確定申告会場で当日配付
　　配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合がありますので、ご了承願います。
　　なお、配付状況は国税庁ホームページから確認できます。
②　LINEを通じたオンライン事前発行
　　国税庁のLINE公式アカウントから事前に取得できます。

　詳しくは「確定申告書等作成コーナー」をご覧ください。

　なお、申告の相談は自宅からチャットボットでも可能です。e-Taxで分からないことが
ある場合についても電話でお尋ねいただけますので、ぜひチャレンジしてください。

○　確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。

○　感染リスク軽減のために「ご自宅からのe-Tax」をご利用ください。

確定申告会場への来場を検討されている方へ

確定申告書等作成コーナー

（上京税務署提供）

⬅ チャットボットでの
相談はこちら

⬅ スマートフォンからはこちら

⬅ e-Taxの使い方の
問合せ先0570-01-5901
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早 め に 申 告 　 早 め に 納 税

こ
ん
な
方
は
確
定
申
告
の
必
要
が
あ
り
ま
す

こ
ん
な
方
は
確
定
申
告
の
必
要
が
あ
り
ま
す

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る
人

土
地
や
建
物
な
ど
を
譲
渡
し
た
人

還
付
申
告
に
つ
い
て

損
失
申
告
に
つ
い
て

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の

確
定
申
告
と
納
税
は
お
早
め
に

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
は
、
所
得
税
と

同
様
に
、
納
税
者
の
方
が
自
分
で
税
額
を
計

算
し
て
申
告
と
納
税
を
行
う
「
申
告
納
税
制

度
」
が
採
ら
れ
て
い
ま
す
。

消
費
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
る

方
は
、
同
じ
申
告
書
用
紙
で
地
方
消
費
税
の

確
定
申
告
も
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

令
和
３
年
分
の
申
告
と
納
税
は
令
和
４
年

３
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
３
月

に
入
り
ま
す
と
、
税
務
署
の
窓
口
は
大
変
混

雑
し
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
済
ま
せ
く
だ

さ
い
。

申
告
・
納
付
な
ど
に
つ
い
て
お
わ
か
り
に

な
ら
な
い
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
近
く
の

納
税
協
会
ま
で
お
気
軽
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
申
告

に
当
た
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
計
算
表
が
国

税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
に
準
備
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
利
用
さ
れ
る
と
便
利
で
す
。

○
課
税
取
引
金
額
計
算
表

　

事
業
所
得
用

　

不
動
産
所
得
用

　

農
業
所
得
用

○
課
税
売
上
高
計
算
表

○
課
税
仕
入
高
計
算
表

な
お
、
こ
れ
ら
の
計
算
表
は
、
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
書
に
添
付
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

確
定
申
告
を
し
な
く
て
も
よ
い
人
で
も
、

源
泉
徴
収
税
額
や
予
定
納
税
額
が
納
め
す

ぎ
と
な
っ
て
い
る
人
や
、
給
与
所
得
者
で

医
療
費
控
除
、
寄
附
金
控
除
、
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
、
雑
損
控
除
な
ど
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
人
は
還
付
申
告
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

令
和
３
年
中
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が

赤
字
に
な
る
な
ど
の
理
由
で
、
純
損
失
や

雑
損
失
の
繰
越
控
除
、
純
損
失
の
繰
戻
し

に
よ
る
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
は
、

損
失
申
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
と
消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
の
納
付
に
つ
い
て
は

振
替
納
税
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

振
替
納
税
を
ご
利
用
の
方
は
、
ご
指
定

の
金
融
機
関
の
預
金
口
座
か
ら
通
知
書
の

金
額
が
引
き
落
と
さ
れ
ま
す
。

便
利
で
安
全
・
確
実
な
振
替
納
税
を
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

手
続
は
簡
単
で
す
。
税
務
署
又
は
取
引

金
融
機
関
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

振
替
日
は
、
所
得
税
が
令
和
４
年
４
月

21
日
、
消
費
税
が
令
和
４
年
４
月
26
日
で

す
の
で
、
そ
の
日
ま
で
に
納
税
額
に
見
合

う
預
金
を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

　

令
和
３
年
分
の
事
業
所
得
な
ど
の
各
種
の

所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
、
雑
損
控
除
な
ど

の
所
得
控
除
の
合
計
額
を
差
し
引
き
、
そ
の

残
額
を
基
に
し
て
算
出
し
た
税
額
が
、
配
当

控
除
額
や
年
末
調
整
の
際
に
控
除
を
受
け
た

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
額
の
合
計
額
を
超

え
る
人
は
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

　

令
和
３
年
中
に
土
地
や
借
地
権
、
建
物
な

ど
を
売
っ
て
所
得
を
得
た
人
は
、
そ
れ
ら
の

所
得
（
分
離
課
税
の
譲
渡
所
得
）
に
つ
い
て
、

事
業
所
得
な
ど
と
は
分
離
し
て
税
額
を
計
算

し
ま
す
。

　

こ
の
場
合
に
は
、
申
告
書
Ｂ
第
一
表
及
び

第
二
表
の
ほ
か
に
第
三
表
（
分
離
課
税
用
）

を
用
い
、
事
業
所
得
な
ど
そ
の
他
の
所
得
も

合
わ
せ
て
、
確
定
申
告
を
し
ま
す
。

　

土
地
や
建
物
を
売
っ
た
年
の
１
月
１
日
現

在
で
、
そ
の
土
地
や
建
物
の
所
有
期
間
が
５

年
を
超
え
て
い
れ
ば
長
期
譲
渡
所
得
に
、
５

年
以
下
な
ら
短
期
譲
渡
所
得
に
な
り
、
そ
れ

ぞ
れ
別
の
方
法
で
税
額
を
計
算
し
ま
す
。

　

自
分
が
住
ん
で
い
る
家
と
敷
地
を
売
っ
た

場
合
や
、
以
前
に
住
ん
で
い
た
家
と
敷
地
を

住
ま
な
く
な
っ
た
日
か
ら
３
年
を
経
過
す
る

日
の
属
す
る
年
の
12
月
31
日
ま
で
に
売
っ
た

場
合
に
は
、
一
定
の
条
件
の
下
、
税
負
担
が

軽
減
さ
れ
る
特
例
が
あ
り
ま
す
。

※
　
な
お
、
申
告
書
に
は
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
）
の
記
載
が
必
要
で
す
（
青
色
申
告
決
算
書
、

収
支
内
訳
書
、
計
算
明
細
書
の
申
告
書
添
付
書
類

に
つ
い
て
は
、
個
人
番
号
の
記
載
は
不
要
で
す
）
。

ま
た
、
申
告
書
提
出
の
際
、
本
人
確
認
書
類
の
提

示
又
は
写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。
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□□会◇◇病院

日数

△△薬局
□□会◇◇病院

××病院

3

×.×
×.×
×.×
×.×

　

そ
の
年
の
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で

の
間
に
自
己
又
は
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る

配
偶
者
や
そ
の
他
の
親
族
の
た
め
に
医
療
費

を
支
払
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
支
払
っ

た
医
療
費
が
一
定
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ

の
医
療
費
の
額
を
も
と
に
計
算
さ
れ
る
金
額

の
所
得
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
を
医
療
費
控
除
と
い
い
ま
す
。

医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
金
額

　

医
療
費
控
除
の
金
額
は
、
次
の
式
で
計
算

し
た
金
額
（
最
高
で
２
０
０
万
円
）
で
す
。

医
療
費
控
除
を
受
け
る
た
め
の
手
続

　

医
療
費
控
除
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
必

要
事
項
を
記
載
等
し
て
、
所
轄
税
務
署
長
に

確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
か
、
電
子
申
告

（
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
）
に
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
際
、
医
療
費
の

領
収
書
か
ら
医
療
費
控
除
の
明
細
書
を
作
成

し
、
申
告
書
に
添
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

医
療
保
険
者
か
ら
交
付
を
受
け
た
医
療
費

通
知
が
あ
る
場
合
は
、
医
療
費
通
知
を
添
付

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
医
療
費
控
除
の
明
細
書

の
記
載
を
簡
略
化
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
医
療
費
控
除
の
明
細
書
の
記
載
内

容
を
確
認
す
る
た
め
、
確
定
申
告
期
限
等
か

ら
５
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
医
療
費

の
領
収
書
（
医
療
費
通
知
を
添
付
し
た
も
の

を
除
き
ま
す
）
の
提
示
又
は
提
出
が
求
め
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制

　

健
康
の
保
持
増
進
及
び
疾
病
の
予
防
へ
の

取
組
と
し
て
一
定
の
取
組
（
人
間
ド
ッ
ク
、

予
防
接
種
等
）
を
行
っ
て
い
る
方
が
、
自
己

又
は
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
そ
の

他
の
親
族
の
た
め
に
特
定
一
般
用
医
薬
品
等

（
一
部
の
商
品
に
は
左
記
の
マ
ー
ク
が
掲
載

さ
れ
て
い
ま
す
）
の
購
入
費
を
支
払
っ
た
場

合
に
は
、
一
定
の
金
額
の
所
得
控
除
（
医
療

費
控
除
の
特
例
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
は
通

常
の
医
療
費
控
除
と
の
選
択
適
用
と
な
り
ま

す
の
で
、
い
ず
れ
か
一
方
を
選
択
し
て
適
用

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
に
よ
る

医
療
費
控
除
額
は
、
実
際
に
支
払
っ
た
特
定

一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
の
合
計
額
（
保
険

金
な
ど
で
補
填
さ
れ
る
部
分
を
除
き
ま
す
。）

か
ら
１
万
２
０
０
０
円
を
差
し
引
い
た
金
額

（
最
高
８
万
８
０
０
０
円
）
で
す
。

　

な
お
、
一
定
の
取
組（
人
間
ド
ッ
ク
な
ど
）

に
要
し
た
費
用
は
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ

ョ
ン
税
制
に
よ
る
医
療
費
控
除
の
対
象
と
は

な
り
ま
せ
ん
。

医
療
費
控
除
に
つ
い
て

明 る い 社 会 に い き る 税

医療費通知を利用する場合の医療費控除の明細書の記載方法

セルフ
メディケーション税制
共通識別マーク

（出典：国税庁ホームページ（一部加工））

（出典：国税庁ホームページ）

令和

①保険金などで補てんされる金額
（例）生命保険契約などで支給される入院費給付金や
　　　健康保険などで支給される高額療養費・家族療
　　　養費・出産育児一時金など

② 10万円
（注）その年の総所得金額等が２００万円未満の人は、
　　　総所得金額等の５％の金額

（ ）実際に支払った
医療費の合計額 － ①の金額 － ②の金額
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知 っ て お ト ク な 税 の 知 識

帳簿と請求書等の保存

　課税事業者の方は、仕入税額控

除の適用を受けるためには、区分

経理に対応した帳簿及び区分記載

請求書等の保存が必要となります。

■　地方消費税の納税額の計算方法

　国税の消費税納税額を基に地方消費税の納税額を計算します。

 税率6.24％、7.8％適用分

　地方消費税の納税額＝国税の消費税納税額×22/78

■　消費税及び地方消費税の申告・納付が必要な方

①　令和元（平成31）年分の課税売上高が1,000万円を超える方

②　令和元（平成31）年分の課税売上高が1,000万円以下で、「消費税課税事業者選択届出書」を
　　提出している方

③　上記①、②に該当しない場合で、令和２年１月１日～６月30日までの期間における
　　課税売上高が1,000万円を超える方
　　※課税売上高に代えて、給与等支払額による判定も可能です。

■　消費税の納税額の計算方法

 一般的な消費税納税額の計算方法

 簡易課税制度を適用した場合の消費税納税額の計算方法

　簡易課税制度を選択している場合は、事業区分に応じた「みなし仕入率」で計算します。
　※複数の事業を営む事業者は、課税売上高を事業ごとに区分することで、別途特例の計算をすることが可能です。

令和３年分　消費税及び地方消費税の申告・納付

第１種事業

第２種事業

第３種事業

第４種事業

第５種事業

第６種事業

90%

80%

70%

60%

50%

40%

卸売業

小売業、農林漁業（飲食料品の譲渡に係る事業）

農林漁業（飲食料品の譲渡に係る事業を除く）、鉱業、建設業、
製造業、電気・ガス・熱供給・水道業

飲食店業、その他の事業

金融業及び保険業、運輸通信業、サービス業（飲食店業以外）

不動産業

種　別 みなし
仕入率 主な業種

国税の消費税
納税額

課税期間中の課税売上げ
に係る消費税額

課税期間中の課税売上げ
に係る消費税額

－ ×　 みなし仕入率＝

国税の消費税
納税額

課税期間中の課税売上げ
に係る消費税額

課税期間中の課税仕入れに
係る消費税額

＝ －



 

 

す る 税 金 の あ る 方 

還付金のお支払いは、                    時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。 １か月から１か月半程度 

● 振替日に預貯金口座からの引落しにより自動的に納付ができます。 

● 現金を持参する必要がなく安全です。 

● 一度手続をすれば、翌年以降も継続して利用できます。

※ 転居等により所轄の税務署が変わった場合は新たに手続が必要です。 

振替納税を始めるには
「振替依頼書」を納期限までに送信いただくだけです（初回のみ）。 

 スマホからの提出はこちら！ 

 入力要領は、こちら！ 

※ ＰＣでの提出は、https://www.e-Tax.nta.go.jp からアクセスできます。 

※ 「振替依頼書」を所轄の税務署に提出することも可能です。 

● e-Tax利用開始届出書、ダイレクト納付利用 

届出書の提出が必要です。 

● e-Taxから簡単な方法で、即時又は納付日を 

指定して、口座引落しにより納付する方法です。 

● 「国税クレジットカードお支払サイト」 

（https://kokuzei.noufu.jp）からお手持ちの 

クレジットカードを利用して納付する方法です。 

● インターネットバンキング、モバイルバンキング 

又はＡＴＭから納付する方法です。 

● インターネットバンキング又はモバイルバンキング 

の契約、e-Tax利用開始届出書の提出が必要です。 

※ 納付税額に応じた決済手数料がかかります。 

（PDF/3,054KB）  

他の納付方法は、国税庁ＨＰ「国税の納付手続」をご覧ください。 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm  

大阪国税局・税務署 Ｒ４．１ 

さ れ る 税 金 の あ る 方 還 付 

納 付
令和３年分　確定申告に係る『納付』及び『還付』について

 

 

 消 費 税 及 び 

 
 

 納 期 限 

 申告書を提出されてから 

振 替 日 
（振替納税をご利用の方） 

（ 個 人 事 業 者 ） 

振替依頼書は、スマホやパソコン 
から押印なしにオンラインで送信！

！

※ 残高不足等で振替納税できなかった場合は、
納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、
延滞税の納付が必要となる場合があります。 

申告書の提出後に、納付書の送付や 
お知らせ等はありませんので、下段記載
の納付方法等により、納期限までに納付
してください。 

 地 方 消 費 税 ４月２６日 

４月２1日 
令和４年 

令和４年 

振替納税をご利用の方は、事前に 
預貯金口座の残高をご確認ください。 (木) 

(火) 

 

 申 告 所 得 税 
及び復興特別所得税 

 

 

３月15日 
令和４年 

(火) 

 

 

３月３1日 
令和４年 

(木) 
！

一人一人の納税が明るい未来を作ります

8

（上京税務署提供）
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明 る い 納 税 　 明 る い 社 会

京都支社/

TEL 075-231-5341

京都支社
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考 え て み よ う 　 身 近 な 税 を

〒600-8372
京都市下京区五条通大宮南門前町480
TEL.075-371-2111 FAX.075-341-4380
午前9時～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）

京都支店


